防火防災管理細則			第３版
バームハイツ西葛西 防火防災管理細則
バームハイツ西葛西（以下「本マンション」という。）の区分所有者は、バームハイツ西葛西管理規約（以下「規約」という。）第７０条（細則）および第７０条の３に基づき、次のとおりバームハイツ西葛西防火防災管理細則（以下「本細則」という。）を定める。
総　則
（目　的）
本細則は、本マンションにおける防火防災管理に関する基本事項を定め、火災その他の災害を予防するとともに、火災、地震その他の災害等による人命の安全および被害の軽減を図ることを目的とする。
（適用範囲）
本細則は、居住者並びに本マンションの管理業務を受託している者および本マンションに来訪するすべての者に適用するものとする。
（定　義）
本細則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに拠る。
管理権限原者
防火対象物について正当な管理権を有し、当該防火対象物の管理行為を法律、契約または慣習上当然行うべき者。本マンションにおいては管理組合理事長（以下「理事長」という。）が該当する。
防火管理者
消防法に定める国家資格であり、その資格を有する者のうち防火対象物において防火上必要な業務を適切に遂行でき、その防火対象物の防火上の管理・予防・消防活動を行う者をいう。
統括防火管理者
建物の規模、用途等が一定の条件に該当し、管理権原が分かれている防火対象物（建物）において必要とされる、一定の権限等を付与された防火管理者。本マンションは高層建築物（高さ31ｍ超）で建築物の高さから統括防火管理者の選任が必要な防火対象物にあたるためであり、有資格者の中から「防火管理者」を一名選任したうえ、更にその者を「統括防火管理者」に選任しているとして選任し届け出ている。。本細則では特段の理由がない限り、資格名である「防火管理者」と表記する。
管理委託業者
当マンションと管理委託契約を結んだマンション管理業者を管理委託業者という。なお、マンション管理業者とは、マンション管理組合から委託を受けて管理事務（マンションの管理に関する事務であって、基幹事務を含むもの）を行う行為を業として行う者をいう（マンションの管理の適正化の推進に関する法律第２条）。
管理権原者および防火管理者の責務
（防火管理者の選任）
理事長は管理権原者として、防火管理者の資格を有する組合員の中から、建物全体の防火管理業務を適正に遂行できる権限と知識を有する者を、理事会の承認を得て、統括防火管理者防火管理者および統括防火管理者（前条第３項記載のとおり、以下「防火管理者」という。）に選任（解任）する。	Comment by Tetsu: 小林泰三さんからは異論がなかったので、この表現にする。
前項にかかわらず、防火管理者を選任するのが困難な場合、理事長は、理事の中から１名を指名して副理事長に防火管理者の資格取得および防火管理者への就任を要請できるものとする。なお、資格取得に要する費用は、管理組合で負担するものとする。	Comment by Tetsu: Ａ．「理事もしくは居住者」案
「居住者」には、一時的な賃借人等が含まれるので「組合員」が適当か。ただし、一組合員への要請は実効性があるのか。「理事」に絞った方が効果的か…（公用文としては「または」が妥当）
Ｂ．「副理事長」案
第１項で組合員の中からは実質要請済。それでも選任できない場合なので、「副理事長」としてみました。以下理由。
同様の運用のマンションがある。
理事長から副理事長への要請という組織上自然な要請である。
○○担当理事と比べた場合、規約上副理事長の職務は限られており、職務上の余力は十分あるといえる。
Ｃ．「副理事長」を「理事」に変更案
副理事長が無任所であれば副理事長に要請すればよい話なのでＯＫ
（最終案は理事会で協議のうえ決定）
（防火管理者の責務）
防火管理者は、防火管理業務の推進責任者として、次の各号に記す業務（以下、これらの業務を総称して「防火管理業務」という。）を行わなければならない。
1. 防火管理に係る消防計画（以下「消防計画」という。）消防計画の作成・届出を行うこと	Comment by Tetsu: ご指摘に基づき修正。
消火、通報および避難の訓練を実施すること
共用部分に属する消防用設備等の点検・整備を行うこと
共用部分における火気の使用または取扱いに関する監督を行うこと
共用部分に設置された避難または防火上必要な構造および設備の維持管理を行うこと
管理権原者に対する助言および報告
その他防火管理上必要な業務
（消防機関への報告等）
防火管理者は、適正・円滑な防火管理業務を行うため、常に管轄消防署と連絡を密にし、次の各号の業務を行うものとする。
1. 消防計画の提出（改正の場合はその都度）
建築物および諸設備の設置または変更の事前連絡並びに法令に基づく諸手続
消防用設備等の点検結果の報告
消防用設備等の点検および火災予防上必要な検査の指導要請
教育訓練の指導要請
その他法令に基づく報告および防火管理について必要な事項
（管理権原者の義務）
理事長は、本マンションの安全性を高めるように努め、次の各号を確実に実施しなければならない。
1. 防火管理者の作成する消防計画に基づき、当該防火管理者に防火管理上必要な業務を実施させること。
1. 防火管理者が防火管理上必要な業務を適切に遂行できるように協力すること。
1. 防火管理者を選任（解任）した場合、消防機関へ届け出ること。
（防火管理者の任期等）
防火管理者の任期は、防火管理者に選任された日から翌々期後任の防火管理者が選任される理事会の開催日までとする。ただし、再任を妨げないものとする。	Comment by Tetsu: 防火管理者がいない空白期間を作らないための任期設定。	Comment by Tetsu: 定例理事会の開催日です（委員会の定例会ではありません）。
任期の中途で退任する防火管理者は、後任の防火管理者が就任するまでの間、引き続きその職務を行う。
防火管理者には、管理組合より月額５，０００円宛支払うこととし、原則として前年６月分から当年５月分までを毎年５月に一括して支払う。なお、月額計算においては、就任月を算入し退任月を除外する。	Comment by Tetsu: 新旧理事の重複支払月がないように付言。
（防火管理業務の一部委託）	Comment by Tetsu: 消防法施行規則第３条第２項に基づき、防火管理上必要な業務の一部を外部の者に行わせること。
現に消防設備の点検は長谷工コミュニティに委託している（第24,25条）。
理事長は、規約第３３条（業務の委託）に従い、理事会の承認を得て防火管理業務の一部を外部委託することができる。
外部委託の開始若しくは中止並びに委託先、委託内容等の変更についても、理事会の承認を得る必要がある。
（防火管理者の業務の委託）	Comment by Tetsu: 第９条と第10条は別の事柄。本条文は残します。
本条は「防火管理者の業務（自体）の外部委託」であり一定基準を満たす必要があるため、総会の承認事項とする。
第4条との関係では、理事や副理事長に要請しても様々な事情によって応諾を得られない場合があるための規定。
第４条第１項および第２項により防火管理者を選任することが困難な場合、理事長は、所轄消防署長の確認を得て防火管理者の業務を外部委託することができる。
前項の場合、委託内容の詳細を総会で説明し、その承認を得る必要がある。
防火防災委員会
（防火防災委員会の設置）
防火防災担当理事は、防火防災業務の適正で効果的な活動を図るため、防火防災委員会（以下「委員会」という。）を組成する。
委員会の構成員（以下「委員」という。）は、理事長が理事会の決議を得て防火防災担当理事が居住者の中から選任指名する。	Comment by Tetsu: 専門委員会委員会選任方法に合わせる。
ただし、規約第70条の3第2項の「…防火防災委員会を組成し、…」の文言を修正する必要が発生。
委員会の委員長は、指名選任された委員の互選により選出する。
委員の任期は、委員に指名選任された日から第１１条第２項により新たな委員が選任されるまでとする。ただし、再任を妨げないものとする。	Comment by Tetsu: 本条「指名」から「選任」に変更。これは新たに制定する専門委員会の細則と同じ立付であり、現在の委員の募集、決定プロセスと同一。ボランティアによって成り立っている現実と制度上の立付は別問題です。
（担当理事の決定と職務）
理事会は、規約第３５条第５項に基づき、防火防災担当理事（以下「担当理事」という。）を選任する。
担当理事は、防火防災態勢を整備に向けて委員会の運営を指導し、その活動状況を理事会に報告しなければならない。
（委員会の開催）
委員会は、委員長が招集し開催する。ただし、委員会の任務に関して早急に対応しなければならない事案が発生したときは、理事長が直接委員会を招集し開催できる。
（委員会の任務）
委員会は、次の各号について調査・検証し、防火管理者に改善策等の意見を具申するものとする。
1. 消防計画の内容
通報避難、消火の訓練の実施内容
共用部分に属する消防用設備等の点検・整備状況
共用部分における火気の使用または取扱いに関する監督状況
共用部分に設置された避難または防火上必要な構造および設備の維持管理方法
防火管理者は、委員会の調査・検証結果を踏まえて、必要に応じて消防計画の見直しを行うものとする。
委員会は、防火管理者と協働して次の各号を実施する。
1. 消防用設備・防災関連設備等の整備（立ち入り検査に対応する改善を含む）
居住者への防火防災教育の実施
消防設備等の点検検査および記録の保存
防火防災訓練の実施
居住者への防火防災情報の周知徹底
防火防災に関する諸規定案の提示
その他、防火防災に関する業務
（委員会の運営）
委員会の運営に関することで本細則に記載のない事項については、委員会で検討のうえ理事会にて決議する。
委員会の運営に要する費用は、管理会計管理費会計から支出する。	Comment by Tetsu: 「管理会計」は「管理費会計」の誤記。規約第27条に記載する管理費にかかる会計の意味（管理組合の会計は管理費会計と修繕積立金会計とに大別できる）。今般の会計処理細則では「管理費会計」を定めている。
（委員の誠実義務および報酬）
委員は、法令、規約、使用細則、総会の議決、理事会の議決、本運営細則等を遵守し、組合員のために誠実にその職務を遂行するものとする。
委員は原則として無報酬とする。ただし、理事会が必要と認めたときは、総会の決議を得て委員への報酬を支払うことができる。
（委員の機密情報保持義務）
委員は、委員会活動において知り得た個人情報等機密情報を他に漏らしてはならない。なお、委員の立場を離れた場合も同様である。
（委員の解任）
理事会は、委員の行動が管理組合の利益に反すると判断された場合には、当該委員の解任を命じることができる。
災害予防措置
（居住者の遵守事項）
居住者は、避難施設および防火施設の機能を有効に保持するため、次の事項を遵守しなければならない。
1. 住戸内においては火気の使用に注意を払うこと。
住戸の出入口等（玄関ドア、窓等）は開閉機能が損なわれることがないように維持管理すること。
バルコニー、特に仕切り板（パーテーション、隔版とも）および垂直避難口周辺には避難の妨害となる物品等を放置しないこと。
開放廊下、外部階段、避難通路等共用部分へ私物を放置しないこと（特に燃えやすい物および避難障害となる物品を置かないこと）。
火災報知器、消火栓設備、備付消火器等消防用設備の周辺に使用の妨げになる物品を放置しないこと。
専有部の定期的な消防設備点検を受けること。
居住者の防火対策が不十分と認められるとき、防火管理者は理事長に改善措置を具申することができる。委員会は当該居住者に対して改善措置を求めることができる。	Comment by Tetsu: ご意見に賛成。
改善措置を実施できるのは理事長とした方が納得感がありすっきりする。
（火気等使用時の遵守事項）
火気等を使用する入居者は、次の各号を遵守しなければならない。
1. ストーブ等の火気使用設備器具は、指定された場所以外では使用しないこと。
火気使用設備器具は、使用前後に必ず点検すること。
火気使用設備器具を使用する場合は、周囲に可燃物があるか否か確認し、安全な場所以外では使用しないこと。
（火気使用の申請）
次の各号に掲げる行為を行おうとする者は、その旨を理事長に防火管理者（管理組合理事長）に申請して、承認を受けなければならない。
1. 工事等のために臨時に火気を使用する行為	Comment by Tetsu: 専有部分の修繕等のケースでは、基本使用細則の修繕等工事の申請書に盛り込むよう対応済。
電気設備等の新設、移転、改修等
火気を使用する催物等の開催
防災訓練消防訓練等の実施
（自衛消防訓練防災訓練の実施）
委員会は防火管理者と協働して、自衛消防訓練を防火管理者の指導のもと、消防計画に則り行うものとする。なお、訓練の目安は次のとおり。
1. 総合消防訓練
春または秋の火災予防運動期間中をめどに、火災等災害発生時の消火、通報、避難誘導、救護等について連携して行う。
1. 部分訓練
必要に応じて、消火、通報等訓練分野を絞って行う。
1. 基礎訓練
年１回をめどに、屋内消火栓等の操作および取り扱い訓練、机上による想定訓練を委員を対象に実施する。基礎訓練（操作訓練）
総合訓練に併せて、屋内消火栓やAED等の操作訓練を行う。
震災訓練は、総合消防訓練に併せて実施するとともに、関係機関の行う訓練または地域において実施する訓練に必要に応じて参加するものとする。
（訓練の届出実施、報告）
防火管理者は、消防訓練消火訓練および避難訓練を実施する場合、または実施した場合は理事会に報告したうえ、「消防訓練実施（計画）報告書」により、管轄消防署に届け出る報告する。
消防用設備の点検
（消防用設備等の自主点検）
消防用設備等の維持管理を図るため、管理委託業者は、当マンションにおける自主点検として、管理委託契約書に基づき外観目視点検を実施し、実施結果を建物点検報告書等に記録し理事長あて報告するものとする。
（消防用設備等の法定点検）
消防用設備等の法定点検は、管理委託業者に委託して行い、防火管理者は、その結果を確認する。うものとする。
防火管理者は、消防用設備等の点検実施時に立会うものとする。
（点検検査結果の記録・報告）
消防用設備等の目視点検および法定点検を実施した者は、その結果を防火管理者に報告しなければならない。
防火管理者は、前項の報告その報告の内容を確認したうえ理事長に報告する。
防火管理者は、とともに、点検検査結果については第１９条（訓練の実施、報告）第２項に記載の防火管理台帳に記録し、保存しなければならない。
消防用設備等の法定点検の結果を３年に１回、所轄消防署に報告するものとする。
（不備欠陥等の整備）
防火管理者は、点検検査結果に基づく不備欠陥事項について、改修計画をたて理事長に報告し承認を得て、整備を図るものとする防火防災管理委員会と協議したうえ改修計画をたて、その促進を図るとともに、理事長に報告するものとする。	Comment by Tetsu: 一般の事業会社と異なり、共有財産の維持管理自体が主要目的である管理組合にとって、不備欠陥事項の整備は主要事業の一つ。従って、理事長の承認を要するものと位置付ける。
災害発生時の対応
（火災が発生した場合の行動）
火災が発生した場合は、居住者は次の消火活動を行う。
1. 火災を発生させた者、または火災を発見した居住者は、大声を出し、消火栓およびインターフォンの非常ボタンを押し、他の居住者に知らせる。
1. １１９番通報は、火災を発生させた者、または近隣の居住者が協力して行う。
1. 初期消火は、消防隊が到着するまで居住者が協力して行う。
1. 玄関から避難できない場合にあっては、バルコニーの仕切板を破壊して隣戸から避難する、または垂直避難口から階下に降り避難する。
（地震が発生した場合の行動）
地震が発生した場合は、次の事項について行うものとする。
1. 出火防止の措置
防火管理者は、管理委託業者と共に、共有部分の火気使用設備器の使用停止を行うとともに、その確認を行うものとする。
情報の収集
防火管理者は、委員と共に、周辺の被災状況を把握するとともに、情報を積極的に収集し、その対応措置を講ずるものとする。
消火活動
消火の任に当たる委員は、発災場所の状況を把握し、重要な施設等の消火活動に当たるものとする。
（地震後の安全措置）
管理委託業者は、地震発生後は建物、火気使用設備器具、危険物施設等の点検検査および応急措置を行うとともに、全機器について安全性を確認後、防火管理者の許可を得て、使用を開始するものとする。
防火防災マニュアルの活用の策定	Comment by Tetsu: 現実に防災マニュアルが発行されているので、名称を尊重。
（防火防災マニュアルの起案）
委員会は、管理規約、使用細則、本細則等に準拠して、居住者を対象とした防火防災に関するマニュアル（以下「防火防災マニュアル」という。）を起案することができる。主な項目は次のとおり。
1. 居住者の防火防災に関する意識付け
1. 防火防災対策の周知徹底
1. 災害発生時の体制および行動対応方法
1. 防火防災に関する防火防災委員会の役割
1. その他防火防災に火災予防上必要な事項
（策定手続）
前条の防火防災マニュアルは、規約検討委員会にて、法令、規定等との整合性、記述項目間の齟齬の有無等を検証したうえで、理事会で決定することができる。	Comment by Tetsu: 規約検討委員会は常設型の委員会とすることで理事会に説明しており細則も準備している。
規約検討委員会での検証は必須と考える。
規約、細則に抵触したり、祖語が発生した場合どうするのか。
マニュアルは総会で決議されたものではないので、総会で決議された規約、細則の枠内に収めなければならない。
しかし、理事会でそこまでチェックするのは現実的ではない。組織的にチェックする仕組みを考えなければなりません。
例えば、個人情報管理細則ではセンシティブ情報は収集しないことになっているが、アンケートの形で情報を収集し、その情報を管理組合で保管することを余儀なくされている。
因みに、直近の規約検討委員会はプロジェクト型ではありません。
[bookmark: _GoBack]決定した防火防災マニュアルに不備が見いだされた場合は、直ちに前項の手続により改訂しなければならない。
（防災マニュアルの活用）
策定された防災マニュアルは、委員会が防災訓練時等を活用し、居住者に周知徹底するものとする。
居住者は、防災マニュアルに則り、水害対策、震災対策等に取り組まなければならない。
附　　　則
（効力発生）
第１条　　本細則は、平成２０年３月９日の管理組合臨時総会開催日から効力を生じるものとする。
（改正等）
第２条　　平成３０年７月１５日の管理組合定期総会により、本使用細則の名称、前文を修正し、第7条（自衛消防隊の編成）、第８条（自衛消防隊の任務）、第１０条（点検検査）、第１１条（訓練）、第１２条（消防機関との連絡）を削除し、第１条（目的）、第２条（防火対策委星会）、第３条（委員会の編成）、第４条｛委量会の開催）、第５条（委員会の任務）、第６条（委員会の運営）、第９条（火気使用の申請）、第１３条（報酬）を改正し、第８条（居住者の行う防火対策）、第９条（火災が発生した場合の行動）、第１０条（防火管理者の業務）を追加し、平成３０年７月１５日より施行する。
（改正等２）
第３条　　令和元年○月○○日の定例総会決議により、本細則を全面改正し、令和元年○月○○日より施行される。
ただし、施行日以降、受託者との業務委託内容に変更がある場合、本細則の各条項を見直し、適切な改定を実施しなければならない。
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